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１ 福島県市町村総合事務組合規約 
 
                                                         昭和54年3月10日 

                                                         規約第1号 

 

改正 昭和54 年4 月2 日規約第2 号  平成 9 年 2 月 5 日指令市町村-78 

 昭和 55 年 2 月 1 日規約第1 号  平成12年3月31日指令市町村-273 

 昭和55 年6月19日規約第2号  平成14年3月8日指令市町村-185 

 昭和 56 年 4 月 1 日規約第1 号  平成16年11月1 日指令市町村-811 

 昭和56 年6月22日規約第2号  平成17年8月2日指令市町村-468 

 昭和57 年6月11日規約第1号  平成17年10月20日指令市町村-712 

 昭和 58 年 3 月 9 日規約第1 号  平成17年12月 5 日指令市町村-876 

 昭和58 年6月24日規約第2号  平成18年1月4日指令市町村-981 

 昭和58年10月27日規約第3号  平成18年1月24日指令市町村-1057 

 昭和 59 年 3 月 8 日規約第1 号  平成18年2月1日指令市町村-1085 

 昭和59 年7月31日規約第2号  平成18年4月3日指令市町村-1330 

 昭和60 年6月24日規約第1号  平成18年9月1日指令市町村-536 

 昭和60年12月13日規約第2号  平成18年10月17日指令市町村-713 

 昭和 61 年 9 月 9 日規約第1 号  平成19年2月8日指令市町村-1614 

 昭和 62 年 2 月 4 日規約第1 号  平成19年2月9日指令市町村-1630 

 昭和62 年9月29日規約第2号  平成20年1月24日指令市町村-2873 

 昭和63 年8月27日規約第1号  平成20年 4月18日指令市町村-224 

 平成 2 年 8 月 29 日規約第1 号  平成21年4月20日指令市町村-159 

 平成 2 年 9 月 14 日規約第2 号  平成21年8月3日指令市町村-765 

 平成 3 年 7 月 18 日規約第1 号  平成22 年 4 月6 日指令市町村-24 

 平成 3 年 9 月 9 日規約第 2 号  平成23年5月13日指令市町村-237 

 平成 6 年 3 月 28 日規約第1 号  平成24年4月27日指令市町村-229 

 平成 7 年 1 月 30 日規約第1 号  平成31年4月12日指令市町村-106 

 平成 7 年 5 月 9 日規約第 2 号  令和 5 年10月11日指令市町村-1165 

 平成 8 年7月29日指令市町村-730   

 

   第１章 総 則 

 （名称） 

第１条 この組合は、福島県市町村総合事務組合（以下「組合」という。）という。 

 （組合を組織する地方公共団体） 

第２条 組合は、福島県内の全市町村並びに別表第１に掲げる市町村の一部事務組合及び広域連合

（以下「構成団体」という。）をもつて組織する。 

 （組合の共同処理する事務） 

第３条 組合は、別表第２の右欄に掲げる構成団体に係る同表左欄の事務を共同処理する。 

 （組合の事務所の位置） 

第４条 組合の事務所は、福島市中町８番２号福島県自治会館内に置く。 

   第２章 組合の議会 

 （組合の議会の組織） 

第５条 組合の議会の議員（以下「組合議員」という。）の定数は、１６人とし、次の各号に定める

ところによる。 

 ⑴ 市長の職にある者の互選による者  ３人 

 ⑵ 福島県市議会議長会の会長の職にある者  １人 

 ⑶ 町村長の職にある者の互選による者  ９人 
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 ⑷ 福島県町村議会議長会の会長及び副会長の職にある者  ３人 

 （議員の任期） 

第６条 組合議員の任期は２年とする。ただし、補欠議員の任期は、前任者の残任期間とする。 

 （議長及び副議長） 

第７条 組合の議会は、組合議員の中から議長及び副議長１人を選挙しなければならない。 

２ 議長及び副議長の任期は、組合議員の任期による。 

 （議決方法の特例） 

第８条 組合の議会の議決すべき事件のうち、別表第２の１に掲げる事務に係る事件については、

別表第２の１に掲げる構成市町村の長の職にある者及び議会議長の職にある者で、かつ、組合議

員である者の議員の過半数を含む出席議員の過半数でこれを決する。 

   第３章 組合の執行機関 

 （管理者及び副管理者） 

第９条 組合に管理者及び副管理者各１人を置く。 

２ 管理者は、町村長の職にある者の互選による。 

３ 副管理者は、市長の職にある者の互選による。 

４ 管理者及び副管理者の任期は２年とする。 

５ 管理者又は副管理者が組合を組織する市町村の長の職を失つたときは、前項の規定にかかわら

ず、管理者又は副管理者の職を失う。 

 （会計管理者） 

第９条の２ 組合に会計管理者を置く。 

２ 会計管理者は、管理者の補助機関である職員のうちから、管理者が命ずる。 

 （事務局の設置及び職員） 

第 10 条 組合に事務局を設け、職員を置く。 

２ 前項の職員は、管理者が任免する。 

３ 第１項の職員の定数は、条例でこれを定める。 

 （監査委員） 

第 11 条 組合に監査委員２人を置く。 

２ 監査委員は、管理者が組合の議会の同意を得て、識見を有する者及び組合議員のうちから、そ

れぞれ１人を選任する。 

３ 監査委員の任期は、識見を有する者のうちから選任される者にあつては４年とし、組合議員の

うちから選任される者にあつては組合議員の任期による。ただし、後任者が選任されるまでの間

は、その職務を行うことを妨げない。 

４ 識見を有する者のうちから選任される監査委員は、非常勤とする。 

   第４章 組合の経費の支弁の方法 

 （組合の経費） 

第 12 条 組合の経費は、構成団体の負担金、組合の財産から生ずる収入及びその他の収入をもつ

てあてる。 

２ 前項の負担金の総額及び構成団体の負担すべき額は、管理者が組合の議会の議決を経て定める。 
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３ 前項の負担金は、管理者が指定する期日までに組合に納入しなければならない。 

   第５章 雑則 

 （その他） 

第 13 条 この規約に定めるもののほか、規約の実施に関し必要な事項は、管理者が定めるものと

する。 

 

   附 則 

 この規約は、昭和 54年 4月 1 日から施行する。 

   附 則 （昭和 54年 4月 2 日規約第 2号） 

 この規約は、知事の許可のあつた日から施行し、昭和 54年 4月 1日から適用する。 

   附 則 （昭和 55年 2月 1 日規約第 1号） 

 この規約は、知事の許可のあつた日から施行し、改正後の別表第 1及び第 2の保原町外三町斎場

組合に関する名称変更については、昭和 54年 8月 1 日から適用する。 

   附 則 （昭和 55年 6月 19 日規約第 2号） 

 この規約は、知事の許可のあつた日から施行し、昭和 55年 4月 1日から適用する。 

   附 則 （昭和 56年 4月 1 日規約第 1号） 

 この規約は、知事の許可のあつた日から施行する。 

   附 則 （昭和 56年 6月 22 日規約第 2号） 

 この規約は、知事の許可のあつた日から施行し、昭和 56年 4月 1日から適用する。 

   附 則 （昭和 57年 6月 11 日規約第 1号） 

 この規約は、知事の許可のあつた日から施行し、昭和 57年 4月 1日から適用する。 

   附 則 （昭和 58年 3月 9 日規約第 1号） 

 この規約は、知事の許可のあつた日から施行し、昭和 57年 10 月 1日から適用する。 

   附 則 （昭和 58年 6月 24 日規約第 2号） 

 この規約は、知事の許可のあつた日から施行し、昭和 58年 6月 2日から適用する。 

   附 則 （昭和 58年 10 月 27 日規約第 3号） 

 この規約は、知事の許可のあつた日から施行し、昭和 58年 10 月 1日から適用する。 

   附 則 （昭和 59年 3月 8 日規約第 1号） 

 この規約は、知事の許可のあつた日から施行する。ただし、郡山地方広域市町村圏組合に関する

部分は昭和 59年 4月 1日から施行する。 

   附 則 （昭和 59年 7月 31 日規約第 2号） 

 この規約は、知事の許可のあつた日から施行し、昭和 59年 7月 1日から適用する。 

   附 則 （昭和 60年 6月 24 日規約第 1号） 

 この規約は、知事の許可のあつた日から施行し、昭和 60年 2月 21日から適用する。ただし、「、

達南地区隔離病舎組合」を削る部分の改正規定は、昭和 60年 4月 1日から適用する。 

   附 則 （昭和 60年 12 月 13 日規約第 2号） 

 この規約は、知事の許可のあつた日から施行し、改正後の福島県市町村総合事務組合規約は、昭

和 60年 4月 1日から適用する。 
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   附 則 （昭和 61年 9月 9 日規約第 1号） 

 この規約は、知事の許可のあつた日から施行し、改正後の福島県市町村総合事務組合規約は、昭

和 61年 4月 1日から適用する。ただし、改正後の別表第 2の 1の項は、昭和 61年 8月 1日から適

用する。 

   附 則 （昭和 62年 2月 4 日規約第 1号） 

 この規約は、昭和 62年 4月 1 日から施行する。 

   附 則 （昭和 62年 9月 29 日規約第 2号） 

 この規約は、昭和 62年 10月 1日から施行する。 

   附 則 （昭和 63年 8月 27 日規約第 1号） 

 この規約は、知事の許可のあつた日から施行し、改正後の福島県市町村総合事務組合規約は、昭

和 63年 4月 1日から適用する。 

   附 則 （平成 2年 8月 29 日規約第 1号） 

 この規約は、知事の許可のあつた日から施行し、改正後の福島県市町村総合事務組合規約は、平

成 2年 4月 1日から適用する。 

   附 則 （平成 2年 9月 14 日規約第 2号） 

 この規約は、知事の許可のあつた日から施行し、改正後の福島県市町村総合事務組合規約は、平

成 2年 4月 1日から適用する。 

   附 則 （平成 3年 7月 18 日規約第 1号） 

 この規約は、知事の許可のあつた日から施行し、改正後の福島県市町村総合事務組合規約は、平

成 3年 4月 1日から適用する。 

   附 則 （平成 3年 9月 9日規約第 2号） 

 この規約は、知事の許可のあつた日から施行する。 

   附 則 （平成 6年 3月 28 日規約第 1号） 

 この規約は、知事の許可のあつた日から施行し、改正後の福島県市町村総合事務組合規約は、平

成 6年 4月 1日から適用する。 

   附 則 （平成 7年 1月 30 日規約第 1号） 

 この規約は、知事の許可のあつた日から施行し、改正後の福島県市町村総合事務組合規約は、平

成 7年 2月 1日から適用する。 

   附 則 （平成 7年 5月 9日規約第 2号） 

 この規約は、知事の許可のあつた日から施行し、改正後の福島県市町村総合事務組合規約は、平

成 7年 4月 1日から適用する。 

   附 則 （平成 8年 7月 29 日指令市町村-730） 

 この規約は、知事の許可のあつた日から施行し、改正後の福島県市町村総合事務組合規約は、平

成 7年 11 月 1日から適用する。 

   附 則 （平成 9年 2月 5日指令市町村-78） 

 この規約は、知事の許可のあつた日から施行し、改正後の福島県市町村総合事務組合規約は、平

成 8年 4月 1日から適用する。 

   附 則 （平成 12年 3月 31 日指令市町村-273） 

 この規約は、知事の許可のあつた日から施行し、改正後の福島県市町村総合事務組合規約は、平
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成 11年 4月 1日から適用する。ただし、「双葉地方広域水道供給企業団」に関する名称の変更につ

いては、平成 10 年 1 月 29 日から適用する。 

   附 則 （平成 14年 3月 8 日指令市町村-185） 

 この規約は、知事の許可のあつた日から施行し、改正後の福島県市町村総合事務組合規約は、平

成 13年 4月 1日から適用する。 

   附 則 （平成 16年 11 月 1日指令市町村-811） 

 この規約は、知事の許可のあつた日から施行する。 

   附 則 （平成 17年 8月 2 日指令市町村-468） 

 この規約は、知事の許可のあつた日から施行し、改正後の福島県市町村総合事務組合規約は、平

成 17年 3月 1日から適用する。 

   附 則 （平成 17年 10 月 20 日指令市町村-712） 

 この規約は、知事の許可のあつた日から施行し、改正後の福島県市町村総合事務組合規約は、平

成 17年 7月 1日から適用する。 

   附 則 （平成 17年 12 月 5日指令市町村-876） 

 この規約は、知事の許可のあつた日から施行し、改正後の福島県市町村総合事務組合規約は、平

成 17年 12 月 1日から適用する。 

   附 則 （平成 18年 1月 4 日指令市町村-981） 

 この規約は、知事の許可のあつた日から施行し、改正後の福島県市町村総合事務組合規約は、平

成 18年 1月 1日から適用する。 

   附 則 （平成 18年 1月 24 日指令市町村-1057） 

 この規約は、知事の許可のあつた日から施行し、改正後の福島県市町村総合事務組合規約は、平

成 18年 1月 1日から適用する。 

   附 則 （平成 18年 2月 1 日指令市町村-1085） 

 この規約は、知事の許可のあつた日から施行し、改正後の福島県市町村総合事務組合規約は、平

成 18年 1月 4日から適用する。 

   附 則 （平成 18年 4月 3 日指令市町村-1330） 

 この規約は、知事の許可のあつた日から施行し、改正後の福島県市町村総合事務組合規約は、平

成 18年 4月 1日から適用する。 

   附 則 （平成 18年 9月 1 日指令市町村-536） 

 この規約は、知事の許可のあつた日から施行する。 

   附 則 （平成 18年 10 月 17 日指令市町村-713） 

 この規約は、知事の許可のあつた日から施行し、改正後の福島県市町村総合事務組合規約は、平

成 18年 6月 14 日から適用する。ただし、三島町外二町一ケ村衛生処理組合に関する部分は平成 18

年 10 月 1日から適用する。 

   附 則 （平成 19年 2月 8 日指令市町村-1614） 

 この規約は、知事の許可のあつた日から施行し、改正後の福島県市町村総合事務組合規約は、平

成 19年 1月 1日から適用する。 

   附 則 （平成 19年 2月 9 日指令市町村-1630） 

 この規約は、知事の許可のあつた日から施行し、改正後の福島県市町村総合事務組合規約は、平
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成 19年 2月 1日から適用する。ただし、第 10条から第 13 条の改正規定は平成 19年 4月 1日から

適用する。 

   附 則 （平成 20年 1月 24 日指令市町村-2873） 

 この規約は、知事の許可のあつた日から施行し、改正後の福島県市町村総合事務組合規約は、平

成 19年 11 月 1日から適用する。 

   附 則 （平成 20年 4月 18 日指令市町村-224） 

 この規約は、知事の許可のあつた日から施行する。 

   附 則 （平成 21年 4月 20 日指令市町村-159） 

 この規約は、知事の許可のあつた日から施行し、改正後の福島県市町村総合事務組合規約は、平

成 21年 4月 1日から適用する。 

   附 則 （平成 21年 8月 3 日指令市町村-765） 

 この規約は、知事の許可のあつた日から施行し、改正後の福島県市町村総合事務組合規約は、平

成 21年 4月 1日から適用する。 

   附 則 （平成 22年 4月 6 日指令市町村-24） 

 この規約は、知事の許可のあつた日から施行し、改正後の福島県市町村総合事務組合規約は、平

成 22年 4月 1日から適用する。 

   附 則 （平成 23年 5月 13 日指令市町村-237） 

 この規約は、知事の許可のあつた日から施行し、改正後の福島県市町村総合事務組合規約（以下

「組合規約」という。）の規定は、平成 23年 6月 1日から適用する。ただし、組合規約別表第 1及

び別表第 2の規定は、平成 23年 4月 1日から適用する。 

   附 則 （平成 24年 4月 27 日指令市町村-229） 

 この規約は、知事の許可のあつた日から施行し、改正後の福島県市町村総合事務組合規約の規定

は、平成 24 年 4 月 1 日から適用する。 

   附 則 （平成 31年 4月 12 日指令市町村-106） 

 この規約は、知事の許可のあった日以後、新たに監査委員の任期が開始する日から施行する。 

   附 則 （令和 5年 10月 11 日指令市町村-1165） 

 この規約は、知事の許可のあつた日から施行し、改正後の福島県市町村総合事務組合規約は、令

和 5年 4月 1日から適用する。 

 

 

別表第１（第 2条関係） 

  川俣方部衛生処理組合、公立藤田病院組合、伊達地方衛生処理組合、伊達地方消防組合、福島

地方水道用水供給企業団、福島県伊達郡国見町桑折町有北山組合、安達地方広域行政組合、郡山

地方広域消防組合、公立岩瀬病院企業団、須賀川地方保健環境組合、須賀川地方広域消防組合、

南会津地方広域市町村圏組合、南会津地方環境衛生組合、会津若松地方広域市町村圏整備組合、

磐梯町外一市二町一ケ村組合、喜多方地方広域市町村圏組合、東白衛生組合、白河地方広域市町

村圏整備組合、石川地方生活環境施設組合、公立小野町地方綜合病院企業団、双葉地方広域市町

村圏組合、双葉地方水道企業団、相馬地方広域市町村圏組合、相馬方部衛生組合、相馬地方広域

水道企業団、福島県市民交通災害共済組合、福島県後期高齢者医療広域連合 
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別表第２（第 3条、第 8条関係） 

共同処理する事務 構  成  団  体 

１ 常勤職員（市町村立学校

職員給与負担法（昭和 23年

法律第 135 号）第 1 条及び

第 2 条に規定する職員を除

く。）に対する退職手当の支

給事務 

二本松市、田村市、伊達市、本宮市及び福島県内の全町村並び

に次に掲げる一部事務組合 

川俣方部衛生処理組合、公立藤田病院組合、伊達地方衛生処

理組合、伊達地方消防組合、安達地方広域行政組合、公立岩瀬

病院企業団、須賀川地方保健環境組合、須賀川地方広域消防

組合、南会津地方広域市町村圏組合、南会津地方環境衛生組

合、会津若松地方広域市町村圏整備組合、喜多方地方広域市

町村圏組合、東白衛生組合、白河地方広域市町村圏整備組合、

石川地方生活環境施設組合、公立小野町地方綜合病院企業団、

双葉地方広域市町村圏組合、双葉地方水道企業団、相馬地方

広域市町村圏組合、相馬地方広域水道企業団 

２ 消防団員等に係る次の各

号に掲げる事務 

 ア 消防組織法（昭和 22 年

法律第 226 号）第 24 条第

1 項の規定に基づく非常

勤消防団員の公務上の災

害に対する補償事務 

 イ 消防組織法第 25 条の

規定に基づく非常勤消防

団員に対する退職報償金

の支給事務 

 ウ 消防法（昭和 23年法律

第 186 号）第 36 条の 3の

規定に基づく消防作業に

従事した者又は救急業務

に協力した者の災害に対

する補償事務 

 エ 水防法（昭和 24年法律

第 193 号）第 45 条の規定

に基づく水防に従事した

者の災害に対する補償事

務 

 オ 災害対策基本法（昭和

36 年法律第 223 号）第 84

条第 1 項の規定に基づく

応急措置の業務に従事し

た者の災害に対する補償

事務 

福島県内の全市町村 



 

- 8 - 

 

３ 消防吏員及び消防団員に

対する賞じゅつ金の支給事

務 

会津若松市、二本松市、須賀川市、白河市、喜多方市、相馬市、

田村市、南相馬市、伊達市、本宮市及び福島県内の全町村並び

に次に掲げる一部事務組合 

伊達地方消防組合、安達地方広域行政組合、郡山地方広域消

防組合、須賀川地方広域消防組合、会津若松地方広域市町村

圏整備組合、南会津地方広域市町村圏組合、喜多方地方広域

市町村圏組合、白河地方広域市町村圏整備組合、双葉地方広

域市町村圏組合、相馬地方広域市町村圏組合 

４ 議会の議員その他非常勤

の職員（財産区議会の議員

及び財産区管理委員を含

む。）の公務上又は通勤によ

る災害に対する補償事務 

福島市、会津若松市、二本松市、須賀川市、白河市、喜多方市、

相馬市、田村市、南相馬市、伊達市、本宮市及び福島県内の全

町村並びに次に掲げる一部事務組合 

川俣方部衛生処理組合、公立藤田病院組合、伊達地方衛生処

理組合、伊達地方消防組合、福島地方水道用水供給企業団、福

島県伊達郡国見町桑折町有北山組合、安達地方広域行政組合、

郡山地方広域消防組合、公立岩瀬病院企業団、須賀川地方保

健環境組合、須賀川地方広域消防組合、南会津地方広域市町

村圏組合、南会津地方環境衛生組合、会津若松地方広域市町

村圏整備組合、磐梯町外一市二町一ケ村組合、喜多方地方広

域市町村圏組合、東白衛生組合、白河地方広域市町村圏整備

組合、石川地方生活環境施設組合、公立小野町地方綜合病院

企業団、双葉地方広域市町村圏組合、双葉地方水道企業団、相

馬地方広域市町村圏組合、相馬方部衛生組合、相馬地方広域

水道企業団、福島県市民交通災害共済組合、福島県後期高齢

者医療広域連合 

５ 福島県自治会館の設置事

務 

福島県内の全市町村 

 

 

 

 

２ 組合を構成する団体 
 

区       分 
構 成 団 体 数 

市 町 村 
一部事 
務組合 計 

１ 退 職 手 当 支 給 事 務 4 46 20 70 

２ 消 防 補 償 等 事 務 13 46 - 59 

３ 消 防 賞 じ ゅ つ 金 支 給 事 務 10 46 10 66 

４ 議会の議員、その他非常勤職員の 
  公 務 災 害 補 償 事 務 

11 46 27 84 

５ 自 治 会 館 管 理 事 務 13 46 - 59 
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３ 役員・議員・監査委員名簿 

（令和 6年 5月 9日現在） 

役職名 氏    名 所属（市町村）職名 

管 理 者 宮 田 秀 利 塙町長  

副管理者 三 保 恵 一 二本松市長  

 

議    長 角 田 真 美 福島県町村議会議長会長 鏡石町議会議長 

議    員 鈴 木 和 夫 白河市長  

議    員 遠 藤 忠 一 喜多方市長  

議    員 立 谷 秀 清 相馬市長  

議    員 髙 橋 宣 博 桑折町長  

議    員 添 田 勝 幸 天栄村長  

議    員 渡 部 勇 夫 只見町長  

議    員 佐 藤 淳 一 磐梯町長  

議    員 舟 木 幸 一 昭和村長  

議    員 髙 橋 廣 志 西郷村長  

議    員 村 上 昭 正 小野町長  

議    員 篠 木   弘 葛尾村長  

議    員 大 堀   武 新地町長  

議    員 萩 原 太 郎 福島県市議会議長会長 福島市議会議長 

議    員 山 内   政 福島県町村議会議長会副会長 南会津町議会議長 

議    員 伊 藤 哲 雄 福島県町村議会議長会副会長 双葉町議会議長 

 

監査委員 

（識見者） 
高 松 義 行 本宮市長  

監査委員 

(議会議員) 
髙 橋 宣 博 桑折町長  
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４ 事務局職員と分掌事務 

（令和 6年 4月 1日現在） 

        事務局長 菊地邦彰（組合事務の統括） 

        総務課長兼会計管理者 三星裕介（組合事務の統括補助） 

課 名 係    員 分  掌  事  務 

総務課 主 査 金澤  浩 

主 査 佐藤 康久 

主 査 大友 晴香 

副主査 小針 郁恵 

専門員 吉野とみ江 

（総務関係） 

１ 組合の事務の総合企画及び調整に関すること。 

２ 議会に関すること。 

３ 予算の作成に関すること。 

４ 職員の人事及び人事評価に関すること。 

５ 職員の研修及び能率増進に関すること。 

６ 職員の福祉向上及び健康管理に関すること。 

７ 市町村職員退職手当に関すること。 

８ 市町村議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償

等に関すること。 

９ 福島県自治会館（区分所有に係る専有部分及び共用部分

のうち持分にかかる分に限る。）の管理に関すること。 

 

（会計関係） 

１ 歳入歳出予算の収支及び決算に関すること。 

２ 現金の出納及び保管に関すること。 

３ 支出負担行為の確認に関すること。 

４ 積立基金の運用及び管理に関すること。 

５ 会計監査に関すること。 

６ 備品及び物品の購入管理に関すること。 

７ 財産の管理に関すること。 

８ その他組合の経理に関すること。 

 

（消防補償関係） 

１ 市町村消防団員等公務災害補償に関すること。 

２ 市町村消防団員退職報償金支給に関すること。 

３ 市町村消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金に関

すること。 

 

 


